
平成21年度 知的財産セミナーのご案内

--- 主催：特許庁 近畿経済産業局 近畿知財戦略本部 滋賀県工業技術総合センター
協力：日本弁理士会 近畿支部 ㈱ＳＦＭイノベーションズ ---

この度、知的財産制度に対する意識と知識を高めるため、研究者向けの「知的財産セ
ミナー」を下記の通り開催いたします。ぜひご参加ください。

◎ご参加ご希望の方は、事前に下記までお申込みください

滋賀県工業技術総合センター 担当：安井

TEL:077-558-1500／FAX:077-558-1373

テーマ： 「特許侵害時の対処方法～

国際特許の視点から～」

日時：平成２１年９月３０日（水） １５：００－１６：３０

場所：滋賀県工業技術総合センター 大会議室
対象：研究者、職員等
定員：５０名
内容：

特許侵害をする「前」が肝心です！

１．「攻め」こそ最大の防御 侵害をしないための「攻め」とは
ー試験研究は常に例外になるわけではない

２．特許を「獲る」ことと、特許を「侵害」することの相違点
３．研究者・知財担当者が日常留意すべき点
４．情報管理の重要性 論文発表、特許出願
５．欧米の制度を考慮した知財戦略

講師： 駒谷 剛志 氏
山本秀策特許事務所 弁理士（特定侵害訴訟代理付記）

東大薬学部卒、同大学院修了（博士（薬学）取得）
スイス大手製薬会社本社研究所研究員を経て現職
※「駒」は馬偏に｢勺」

参加無料


